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・咬合採得

(通知)口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、本区分の「２のロの(３) 総義歯」の所定点数により算定する。また、

口腔内装置の咬合採得は、当該口腔内装置の範囲に相当する歯数により、本区分の「２のロ 有床義歯」によ

り算定する。

・充填

(通知①)歯頸部又は歯の根面部のう蝕又は非う蝕性の実質欠損において、隣接面を含む窩洞に対する充填は「ロ

複雑なもの」により算定し、それ以外は「イ 単純なもの」により算定する。

(通知②)抜髄又は感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔があり封鎖を行った場合

は、充填の「イ 単純なもの」と保険医療材料料により算定する。なお、形成を行った場合は、歯冠形成の「３

のイ 単純なもの」の所定点数により算定する。ただし、歯内療法を行うに当たって製作した隔壁については

別に算定できない。

また、歯肉を剥離して行った場合は、歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術により算定する

・金属歯冠修復

(通知)同一歯の複数の窩洞に対して、充填及び本区分の「１ インレー」又は非金属歯冠修復の「１ レジンイ

ンレー」により歯冠修復を行った場合は、それぞれの所定点数により算定する。この場合において、歯冠形成

は、歯冠形成「３ 窩洞形成」、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成のいずれか主たるものの所定

点数により算定する。

・ポンティック

(通知)次に掲げるブリッジの設計は原則として認められないが、歯科医学的に妥当であると考えられる場合には、

保険適用の可否を確認することになるので、予め理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方厚

生（支）局長に提出してその判断を求める。また、添付模型の製作は、基本診療料に含まれ、算定できないが、

添付フィルム又はその複製は、画像診断の撮影料及び画像診断のフィルムにより算定して差し支えない。ただ

し、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に算定の理由を記載する。

イ 矯正・先天性欠如等により、第一小臼歯が既に欠損している患者の第二小臼歯を抜歯した場合あるいは

第二小臼歯が舌側に転位しているとき、第一小臼歯及び第二小臼歯を抜歯した場合で、間隙は１歯分しか

ないような小臼歯２歯の欠損であって間隙が狭い場合と同様の理由で第一小臼歯、第二小臼歯、第一大臼

歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は３歯であるが、間隙のほうが１歯分程度小さく２歯分となる場合

ロ 移植後一定期間経過した移植歯を支台歯とする１歯欠損症例のブリッジであって、骨植状態が良好であ

り、咬合力の負担能力が十分にあると考えられる場合

・有床義歯

(通知①)小児義歯は原則として認められないが、後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無

歯症、象牙質形成不全症、象牙質異形成症又はエナメル質形成不全症であって脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継

永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉性異形成症、低ホスファターゼ症、パピヨン＝ルフェブル症候群及び先

天性好中球機能不全症、その他の先天性疾患により後継永久歯が無い場合、外傷や腫瘍等により歯が喪失した

場合若しくはこれに準ずる状態であって、小児義歯以外は咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対する小児義

歯の場合はこの限りでない。この場合において、小児義歯を算定する場合は、診療録に義歯の装着年月日、装

着部位及び小児義歯が必要となった疾患名を記載する。なお、先天性疾患以外の疾患により後継永久歯がない

場合に準ずる状態であって、小児義歯以外に咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して小児義歯を適用する

場合は、予め理由書、模型及びエックス線フィルム又はその複製を地方厚生（支）局長に提出し、保険適用の

判断を求める。なお、模型の製作は基本診療料に含まれ算定できないが、エックス線フィルム又はその複製は、

画像診断の撮影料及び画像診断のフィルムにより算定する。ただし、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘
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要欄に算定の理由を記載する。

(通知②)新たに有床義歯を製作する場合は、原則として前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から

起算して６カ月を経過した以降に、新たに製作する有床義歯の印象採得を行うものとする。ただし、次に掲げ

る場合であって、新たに有床義歯を製作する場合はその限りではない。

イ 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合

ロ 急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合

ハ 認知症を有する患者や要介護状態の患者であって、義歯管理が困難なために有床義歯が使用できない状

況（修理が困難な程度に破折した場合を含む。）となった場合

ニ その他特別な場合

この場合において、新たに有床義歯を製作する理由を診療録に記載し、その理由についてイからニまでの

うち該当する記号及び具体的な内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

なお、「有床義歯の取扱いについて」（昭和 56 年 5 月 29 日保険発第 44 号）は、平成 28 年 3 月 31 日をも

って廃止する。

・熱可塑性樹脂有床義歯

(通知)熱可塑性樹脂有床義歯は、有床義歯の例により算定する。【追加】

・線鉤

(通知)直接支台装置としてレストつきの単純鉤を製作した場合において、当該装置に要する費用は、本区分の「２

ニ腕鉤（レストつき）」により算定する。【追加】

・有床義歯修理

(通知①)総義歯又は９歯以上の局部義歯において、咬合高径を調整する目的で人工歯の咬合面にレジンを添加し

咬合の再形成を行った場合又は当該義歯の床縁形態を修正する目的で当該義歯の床縁全周にわたりレジンを追

加し床延長する場合は、１回に限り所定点数により算定する。

(通知②)鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断又は除去した場合は、再製、修理

又は床裏装を前提とした場合に、除去料を算定する。なお、鉤を切断又は除去した部位の状況によって、義歯

調整を行うことにより当該義歯をそのまま使用できる場合においては所定点数を算定して差し支えない。

・歯冠補綴物修理

(通知)高強度硬質レジンブリッジの修理は、本区分により算定する。なお、この場合において、修理内容及び部

位にかかわらず、３歯として算定する。【追加】

（11）歯科矯正

・歯科矯正診断料

(通知①)歯科矯正診断料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届

け出た保険医療機関において、次のいずれかに該当する場合に限り算定する。

イ 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常が認められる場合であって、当該疾患の治療を行っ

た医科の保険医療機関又は患者若しくはその家族からの情報及び資料により、当該患者が当該疾患を現に

有することが確認された場合

ロ ３歯以上の永久歯萌出不全（前歯永久歯が３歯以上の萌出不全である場合に限る。）に起因した咬合異常

が認められる場合であって、歯科矯正を行う保険医療機関において、上下顎前歯３歯以上の骨性の埋伏永

久歯（経時的な歯科パノラマエックス線等の撮影を含む経過観察で明らかに歯の移動が認められない永久

歯）を有することが確認された場合

なお、「ロ」に該当する場合においては、骨性の埋伏永久歯が隣接する永久歯の歯根吸収の原因になって
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いる場合、歯軸等の異常により萌出困難な場合又は当該歯の歯根彎曲が生じる等の二次的障害を生じる場

合に限り算定できる。

(通知②)歯科矯正診断料は、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常が認められる患者又は３歯以上

の永久歯萌出不全に起因した咬合異常が認められる患者の口腔状態、顎骨の形態、成長及び発育等を分析する

とともに、歯科矯正セファログラム、口腔内写真、顔面写真等の撮影を行い、これらの分析結果や評価等と過

去に行った治療内容の評価と併せて可及的に長期的な予測を行った上で、治療計画書を作成し、患者又はその

家族に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。なお、歯科矯正セファログラ

ム及び模型調製は別に算定する。

(通知③)別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常が認められる患者又は３歯以上の永久歯萌出不全に

起因した咬合異常が認められる患者であって、顎切除等の手術を必要とする場合は、歯科矯正診断料に規定す

る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関

で実施される歯科矯正を担当する歯科医師及び顎離断等の手術を担当する保険医療機関の歯科医師又は医師の

十分な連携の下に行う。

(通知④)歯科矯正診断料に規定する患者に提供する文書とは、次の内容を含むものをいう。

イ 全身性疾患の診断名、症状及び所見

ロ 口腔領域の症状及び所見（咬合異常の分類、唇顎口蓋裂がある場合は裂型、口腔の生理的機能の状態等）・

ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等

ハ 歯科矯正の治療として採用すべき療法、開始時期及び療養上の指導内容等

ニ 歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関名、担当歯科医師

ホ 顎離断等の手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名（顎離断等の手術を行

う場合に限る。）

・顎口腔機能診断料

(通知)顎口腔機能診断料は、顎離断等の手術を必要とする顎変形症の患者（別に厚生労働大臣が定める疾患に起

因して顎変形症を発症している場合及び３歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常が認められる患者を除

く。）の口腔状態、顎骨の形態、成長及び発育等について、咀嚼筋筋電図、下顎運動等の検査、歯科矯正セファ

ログラム、口腔内写真、顔面写真及び予測模型等による評価又は分析を行い、これらの結果と既に行った治療

内容の評価を併せて可及的に長期的な予測を行った上で、治療計画書を作成し、患者又はその家族に対して、

その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。なお、歯科矯正セファログラム及び模型調製

は別に算定する。

・動的処置

(通知)動的処置は、動的処置又はマルチブラケット法のそれぞれの開始の日から起算して、２年以内に行った場

合は「１ 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して２年以内に行った場合」によ

り、２年を超えた後に行った場合は「２ 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算し

て２年を超えた後に行った場合」により算定する。【追加】

・印象採得

(通知)保定装置の「７ フィクスドリテーナー」を製作するに当たり、必要があって印象採得を行った場合は、

印象採得の「１ マルチブラケット装置」により算定する。【追加】

・咬合採得

(通知)マルチブラケット装置又は保定装置の「７ フィクスドリテーナー」を製作する場合は、算定できない。

・装着

(通知①)保定装置の「７ フィクスドリテーナー」の装着料は所定点数に含まれる。【追加】
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(通知②)埋伏歯開窓術に伴う牽引装置の装着料は、牽引装置に含まれる。【追加】

・リンガルアーチ

(通知)リンガルアーチは、次により算定する。【追加】

イ 「１ 簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。

ロ 「２ 複雑なもの」は、前後又は側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置

について算定する。

（12）病理診断

・通則

(通知①)保険医療機関間の連携により病理診断を行った場合は、標本若しくは検体（以下「標本等」という。）の

送付側又はデジタル病理画像の送信側の保険医療機関において口腔病理診断料を算定できる。なお、その際に

は、送付又は送信側の保険医療機関において、別紙様式４又はこれに準じた様式に診療情報等の必要事項を記

載し、受取又は受信側の保険医療機関に交付するものであること。更に、病理標本の作製を衛生検査所に委託

する場合には、衛生検査所にも当該事項を同様に交付すること。

また、口腔病理診断料に規定する口腔病理診断管理加算１又は２については、標本等の受取側又はデジタル

病理画像の受信側の保険医療機関において、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診断

を行い、標本等の送付側又は送信側の保険医療機関にその結果を文書により報告した場合に当該基準に係る区

分に従い、送付側又は送信側の保険医療機関において所定点数に加算する。標本等の受取側又は受信側の保険

医療機関における診断等に係る費用は、標本等の送付側又は送信側、標本等の受取側又は受信側の保険医療機

関間における相互の合議に委ねるものとする。

(通知②)保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像

の観察による術中迅速病理組織標本作製を行った場合は、送信側の保険医療機関において医科点数表の術中迅

速病理組織標本作製及び口腔病理診断料の「１」を算定できる。また、口腔病理診断料に規定する口腔病理診

断管理加算１又は２については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地

方厚生（支）局長に届け出た保険医療機関であり、病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診

断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算す

る受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議

に委ねるものとする。

(通知③)保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像

の観察による迅速細胞診を行った場合は、送信側の保険医療機関において医科点数表の迅速細胞診及び口腔病

理診断料に掲げる病理診断料の「２」を算定できる。また、口腔病理診断料に規定する口腔病理診断管理加算

１又は２については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生（支）

局長に届け出た保険医療機関であり、病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診断を行い、送

信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する受信側の保

険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるもの

とする。

(通知④)デジタル病理画像に基づく病理診断については、デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を行うにつ

き十分な装置・機器を用いた上で観察及び診断を行った場合に算定できる。なお、デジタル病理画像に基づく

病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とすること。【追加】

・口腔病理診断料

注１ 組織診断料については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院である保険医療機関に
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おいて、医科点数表の病理組織標本作製、医科点数表の電子顕微鏡病理組織標本作製、医科点数表の免疫染色

（免疫抗体法）病理組織標本作製若しくは医科点数表の術中迅速病理組織標本作製により作製された組織標本

（医科点数表の病理組織標本作製又は医科点数表の免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製により作製され

た組織標本のデジタル病理画像を含む。）に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関

で作製された組織標本（当該保険医療機関以外の保険医療機関で医科点数表の病理組織標本作製又は医科点数

表の免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製により作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。）に基づ

く診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月１回に限り算定する。

注５ 組織診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に

届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から医科点数表の病理組織標本（組織切片による

もの）作製又は医科点数表の免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診

断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算する。【追加】

(通知)「注５」の悪性腫瘍病理組織標本加算については、原発性悪性腫瘍に対して上顎骨悪性腫瘍手術の「１ 掻

爬」から「３ 全摘」まで、下顎骨悪性腫瘍手術の「１ 切除」、「２ 切断」及び皮膚悪性腫瘍切除術の「１

広汎切除」に掲げる手術を実施し、当該手術の検体から作製された病理組織標本に基づき病理診断を行った場

合に算定する。【追加】

（13）特定保険医療材料料

・支台築造 １ 間接法（１）メタルコアを用いた場合 イ 大臼歯 65点 ⇒ 66点

ロ 小臼歯・前歯 40点 ⇒ 41点

・金属歯冠修復 １ 14カラット金合金（１）インレー 複雑なもの 626点 ⇒ 657点

（２）4分の3冠 782点 ⇒ 821点

２ 金銀パラジウム合金（１）大臼歯 イ インレー a 単純なもの 170点 ⇒ 175点

ｂ 複雑なもの 314点 ⇒ 324点

ロ 5分の4冠 395点 ⇒ 408点

ハ 全部金属冠 496点 ⇒ 513点

（２）小臼歯・前歯 イ インレー a 単純なもの 116点 ⇒ 119点

ｂ 複雑なもの 230点 ⇒ 237点

ロ 4分の3冠 284点 ⇒ 293点

ハ 5分の4冠 284点 ⇒ 293点

二 全部金属冠 356点 ⇒ 367点

４ 銀合金（１）大臼歯 ロ 5分の4冠 38点 ⇒ 39点

ハ 全部金属冠 47点 ⇒ 49点

（２）小臼歯・前歯・乳歯 イ インレー ｂ 複雑なもの 22点 ⇒ 23点

ロ 4分の3冠（乳歯を除く） 27点 ⇒ 28点

ハ 5分の4冠（乳歯を除く） 27点 ⇒ 28点

二 全部金属冠 35点 ⇒ 36点

・レジン前装金属冠 １ 金銀パラジウム合金を用いた場合 444点 ⇒ 458点

３ 銀合金を用いた場合 76点 ⇒ 78点

・非金属歯冠修復 １ レジンインレー（１）単純なもの 【新設】29点

（２）複雑なもの 【新設】40点
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・ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 １ ＣＡＤ／ＣＡＭ冠用材料（Ⅰ） 382点 ⇒ 285点

・ポンティック １ 鋳造ポンティック（１）金銀パラジウム合金 イ 大臼歯 573点 ⇒ 591点

ロ 小臼歯 432点 ⇒ 445点

（２）銀合金又はニッケルクロム合金 大臼歯・小臼歯 39点 ⇒ 40点

２ レジン前装金属ポンティック

（１）金銀パラジウム合金を用いた場合 イ 前歯 344点 ⇒ 355点

ロ 小臼歯 【新設】445点

ハ 大臼歯 【新設】591点

（２）銀合金又はニッケルクロム合金を用いた場合 イ 前歯 50点 ⇒ 51点

ロ 小臼歯 【新設】51点

ハ 大臼歯 【新設】51点

・高強度硬質レジンブリッジ（１装置につき） 【新設】1,600点

・鋳造鉤 １ 14カラット金合金（１）双子鉤 イ 大・小臼歯 865点 ⇒ 868点

ロ 犬歯・小臼歯 704点 ⇒ 706点

（２）二腕鉤（レストつき） イ 大臼歯 704点 ⇒ 706点

ロ 犬歯・小臼歯 541点 ⇒ 542点

ハ 前歯（切歯） 416点 ⇒ 417点

２ 金銀パラジウム合金（１）双子鉤 イ 大・小臼歯 458点 ⇒ 472点

ロ 犬歯・小臼歯 358点 ⇒ 369点

（２）二腕鉤（レストつき） イ 大臼歯 314点 ⇒ 324点

ロ 犬歯・小臼歯 273点 ⇒ 282点

ハ 前歯（切歯） 254点 ⇒ 262点

・線鉤 ２ 14カラット金合金（１）双子鉤 429点 ⇒ 443点

（２）二腕鉤（レストつき） 332点 ⇒ 343点

・コンビネーション鉤 １ 鋳造鉤に金銀パラジウム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合

（１）前歯 171点 ⇒ 175点

（２）犬歯・小臼歯 180点 ⇒ 185点

（３）大臼歯 201点 ⇒ 206点

・バー １ 鋳造バー（１）金銀パラジウム合金 734点 ⇒ 757点

・有床義歯内面適合法 軟質材料を用いる場合（１顎につき） １ シリコーン系 【新設】300点

２ アクリル系 【新設】 98点

・リトラクター（１装置につき） 797点 ⇒ 618点

・経過措置

次に掲げる区分については、平成 32 年 3 月 31 日までの間に限り、算定できるものとする。ただし、線鉤、コ

ンビネーション鉤、バー及び歯科矯正の鉤については、定義通知別表Ⅴ017 に規定する歯科鋳造用ニッケルクロ

ム合金 鉤・バー用又は定義通知別表Ⅴ019 及びⅥ021 に規定する歯科用ニッケルクロム合金線 鉤用を使用す

る場合に限る。

金属歯冠修復「３ 鋳造用ニッケルクロム合金」、ポンティック「１ 鋳造ポンティック（２）ニッケルクロ

ム合金」「２ レジン前装金属ポンティック（２）ニッケルクロム合金を用いた場合」、鋳造鉤「３ 鋳造用ニ

ッケルクロム合金」、線鉤「１ 不銹鋼及び特殊鋼」、コンビネーション鉤「２ 鋳造鉤に鋳造用ニッケルクロ

ム合金又は鋳造用コバルトクロム合金、線鉤に不銹鋼及び特殊鋼を用いた場合」、バー「１ 鋳造バー（２）鋳
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造用ニッケルクロム合金、鋳造用コバルトクロム合金」、歯科矯正の鉤「１ 簡単なもの 不銹鋼及び特殊鋼」

「２ 困難なもの 不銹鋼及び特殊鋼」

Ⅲ．その他、改定等が行われた内容(項目のみ)

・入院基本料等加算

・特定入院料

・在宅医療（在宅患者訪問薬剤管理指導料）

・投薬（特定疾患処方管理加算）

・注射（無菌製剤処理料）

・放射線治療（体外照射） など

Ⅳ．参考（改定の背景などについて）
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別添










